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平 成 ２ ８ 年 度 指 定 管 理 者 の 監 査 結 果 に つ い て  

 

 平成２８年度の指定管理者の監査を地方自治法第１９９条第７項の規定

により実施したので、その結果を同条第９項の規定により報告します。 
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１ 監査の対象及び監査の期日 

当年度の指定管理者監査は、平成２７年度に市の公の施設の指定管理

を行った団体のうちから抽出した次の団体について実施した。  

  

実施日 団  体  名 対象施設 指定管理料の額 担 当 課 

11月 15日

（火） 
学校法人 恵峰学園 

中津川市児童セン

ター・中津川市西

児童館・中津川市

東児童館・中津川

市坂本ふれあい施

設 

27,780,000 円 子育て政策室 

11月 24日

（木） 

三菱電機ライフサー

ビス株式会社 

 中津川支店 

中津川市サンライ

フ・中津川市民運

動場・中津川市勤

労者青少年ホーム 

 14,698,800 円 
生涯学習スポ

ーツ課 

 

２ 監査の方法 

平成２７年度における指定管理者である団体の現金出納などに関する

事務、事業の執行及び事業目的等について監査を行った。 

監査にあたっては、団体から提出された協定書の写、事業計画書、事

業実績報告書、予算・決算書を参考に、会計帳簿、その他関係書類につ

いて監査し、併せて団体責任者等及び担当課の説明を聴取すると共に、

現地調査を行った。 

 

３ 監査の結果 

   監査対象とした公の施設の指定管理に係る財務及び事務の執行は、

おおむね適正に処理されていると認められた。  

団体別の監査結果については、次のとおりである。  
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Ⅰ 学校法人 恵峰学園 

 

 １ 監査の対象 

    中津川市児童センター・中津川市西児童館・中津川市東児童館 

・中津川市坂本ふれあい施設 

 

 ２ 監査の期日 

    平成２８年１１月１５日(火) 

 

 ３ 指定管理料の額 

    ２７，７８０，０００円 

 

４ 事業の概要 

中津川市児童センター・中津川市西児童館・中津川市東児童館・中津川市坂本ふ

れあい施設の各施設は、健康増進と情操を豊かにすることを目的に児童へ健

全な遊びを提供する児童福祉法に規定する児童厚生施設である。これら

の施設について、民間の能力やノウハウを活用して利用者へのサービス

向上を図るため指定管理者制度を導入し、学校法人恵峰学園が平成２５

年４月１日から平成２８年３月３１日までの３年間、指定管理者になっ

た。（平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで、継続して指定

管理者となっている。） 

その主な業務は、次のとおり 

①  管理施設の使用の許可等に関する業務。 

②  管理施設の使用許可の取消し等に関する業務。 

③  管理施設の維持管理に関する業務。 

④  管理施設の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務。 

 

５ 経理の状況 

  ○ 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

・収入決算額      ２７，７８０，０００円  

うち指定管理料    ２７，７８０，０００円 

・支出決算額      ２７，７８０，０００円 

・収支差引額               ０円 
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 ６ 監査の結果 

   当該団体には、管理運営のノウハウがあり、指定管理制度により施

設の管理運営を任せることは市にとってメリットがある。  

しかしながら、現状において指定管理料が運営経費を上回った時に

は、余剰分（利益）を市に返還すべきことになっており、その逆に指

定管理者（当団体）に運営上の損失が発生した場合には、市は何らの

補てんもしないという一方的な契約となっている。このままでは、今

後、指定管理制度の受け手がいなくなってしまうことも危惧される。  

市として、経営努力への対価のあり方を含めた契約方法について検

討されたい。  
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Ⅰ 三菱電機ライフサービス㈱ 中津川支店 

 

 １ 監査の対象 

    中津川市サンライフ、中津川市民運動場、中津川市勤労青少年ホームの指定

管理業務 

 

 ２ 監査の期日 

    平成２８年１１月２４日（木） 

 

 ３ 指定管理料の額 

   １４，６９８，８００円 他に施設利用料減免補てん分１，３１５，１４０円 

 

４ 事業の概要 

市の文化・スポーツ振興施設である中津川市サンライフ（体育室、ト

レーニング室、研修室、教養文化室等）及び中津川市民運動場（グラウ

ンド 11,324.80 ㎡、駐車場等）並びに中津川市勤労青少年ホーム（体育室、

講習室、料理教室等）の管理運営業務について効果的かつ効率的に行える

よう指定管理者制度を導入し、三菱電機ライフサービス㈱中津川支店が

平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までの３年間、指定管理

者となった。（平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで、継

続して指定管理者となっている。） 

その主な業務は、次のとおり 

①  管理施設の使用許可に関する業務。 

②  管理施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務。 

③  管理施設の維持管理に関する業務。 

④  その他管理運営上必要と認める業務。  

 

 

５ 経理の状況 

 ○ 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

・収入決算額    ２０，３０６，２７４円  

うち市より指定管理料     １４，６９８，８００円 

うち市より利用料金減免補てん １，３１５，１４０円 
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・支出決算額    １８，８８８，７１０円 

・収支差引額     １，４１７，５６４円 

 

６ 監査の結果 

当該団体には、昨年度（平成２７年度）の監査において、今回とは

別の指定管理施設の施設利用料などの事業収入が監査後に修正される

といった事態となったことから、現金と証拠書類のチェックなどの入

金業務について整備・改善するよう指摘した。  

今回の監査においては、本社のシステムデータと現場の証拠書類を

毎週定期的に突合し、証拠書類を整備するなどの改善措置が取られて

いた。今後も入金業務等の適正化に努められたい。  

なお、トレーニング室の設備等の老朽化が激しく、サービスの低下

が懸念される。競技力向上を視野に入れた設備の更新について、市と

しても検討されたい。  
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